
 

 

 

 

 

令和６年度第１回 

福島県原子力発電所の廃炉に関する 
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日 時：令和６年６月１２日（水曜日） 

    １３時３０分～１５時３０分 

場 所：オンライン開催 
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   １．開 会 

○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただいまより令和６年度第１回福島県原子力発電

所の廃炉に関する安全監視協議会環境モニタリング評価部会を開催いたします。 

 

   ２．あいさつ 

○事務局 開会に当たりまして、当評価部会の部会長である福島県危機管理部政策監の伊藤より

ご挨拶申し上げます。 

○伊藤政策監 本日は皆様お忙しい中、環境モニタリング評価部会にご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。 

  また、皆様には福島県の復興再生にご尽力、ご協力をいただいておりますことを改めて感謝

を申し上げます。ありがとうございます。 

  本日は、令和６年度第１回目の評価部会といたしまして、大きく２つの議題を準備しており

ます。１つ目につきましては原子力発電所周辺環境放射能モニタリング結果についてでありま

すけれども、本日は令和５年度の第４四半期分の測定結果をご確認いただきたいと思います。

２つ目の議題としましては、ＡＬＰＳ処理水のモニタリング結果についてであります。昨年８

月から海洋放出が開始されておりますが、これまでのトリチウム等の分析結果におきましては、

いずれの結果も検出下限値未満、または十分に低い値であることが確認されております。ＡＬ

ＰＳ処理水の海洋放出につきましては長期間の取組ですので、今後もトリチウムを含む放射性

核種のモニタリングを継続し、正確な情報を分かりやすく発信することが重要となります。本

日は、国、東京電力、県において実施されているモニタリングの状況についてご説明いただき

たいと思います。 

  専門委員の皆様、市町村の皆様におかれましては、それぞれのお立場からご確認、ご意見を

賜りますようお願い申し上げまして、挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

○事務局 本日出席の専門委員、市町村及び説明者の方々につきましては、配付してあります名

簿での紹介とさせていただきます。 

  それでは、これから議事に入りますが、部会長である福島県危機管理部政策監の伊藤を議長

として進めてまいります。 

 

   ３．議 事 

   （１）原子力発電所周辺環境放射能測定結果について 
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   （２）ＡＬＰＳ処理水に係る海域モニタリング結果について 

   （３）報告事項 

○議長 それでは、最初の議題（１）原子力発電所周辺環境放射能測定結果について、県と東京

電力の説明を受けた後、一括して質疑を行います。 

  それでは、初めに福島県から資料１－１、参考資料１について説明をお願いいたします。 

○福島県 福島県放射線監視室の西内です。 

  資料１－１により、令和５年度第４四半期の原子力発電所周辺環境放射能測定結果について

説明いたします。 

  まずは１ページをお開きください。測定結果の概要となります。 

  令和５年度第４四半期につきましても、測定結果に大きな変動等はございませんでした。全

体的な傾向としまして、事故前の測定値の範囲を上回っておりますが、年月の経過とともに減

少する傾向に変化はございませんでした。 

  続いて、５ページのトレンドグラフをご覧ください。５ページは、上から空間線量率、空間

積算線量、大気浮遊じんの全ベータ放射能のグラフを掲載しております。ご確認いただいて分

かるとおり、空間線量率、空間積算線量ともに、年月の経過とともに減少する傾向にありまし

た。大気浮遊じんの全ベータ放射能につきましても、変動はございますが、おおむね横ばいの

傾向にあるという状況になっております。 

  次に、６ページをご覧ください。上から大気浮遊じん、降下物、土壌のセシウム１３７濃度

のグラフを掲載しております。一番下の土壌については、今期は採取がありませんでした。大

気浮遊じん、降下物について変動はございますが、これまでの測定値と同程度という結果にな

っております。 

  次に、７ページをご覧ください。７ページは、上水、海水、海底土のセシウム１３７濃度の

グラフを掲載しております。こちらも変動はございますが、これまでの測定値と同程度という

結果になっております。 

  ８ページには、松葉とほんだわらのセシウム１３７濃度のグラフを掲載しておりますが、い

ずれも今期は採取がありませんでしたので、測定値はございません。 

  続いて、２７ページの測定結果をご覧ください。 

  まず、４－１空間放射線、４－１－１の（１）ガンマ線の空間線量率についてです。アの月

間平均値についてですが、２７ページ中央の表に今期の測定結果を掲載しております。各測定

地点における月間平均値は、事故前の月間平均値を上回っておりますが、年月の経過とともに
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減少する傾向にありました。 

  続いて、イの１時間値の変動状況についてです。こちらについては、２８ページの上部に表

を掲載しております。また、１２１ページ以降に空間線量率のグラフ集として変動グラフを掲

載しております。この中で、１３５ページの上段に双葉町新山局の変動グラフを掲載してござ

いますが、３月に橋梁工事においてＸ線を発する機器が使用されたことによる一時的な線量上

昇のピークが確認されているほか、降雨、降雪等により変動が確認されておりますが、新たな

原子力発電所に由来する影響は確認されませんでした。こちらの一時的な空間線量率の上昇に

ついては、この後、参考資料１によりご説明いたします。 

  本文にお戻りいただきまして、２８ページ、（２）中性子線についてです。各測定地点にお

ける中性子線の月間平均値は事故前の福島県内の測定結果と同程度であり、中性子線量率の異

常は確認されませんでした。 

  続いて、４－１－２空間積算線量についてです。２８ページの下部の表に掲載しております

とおり、事故前の測定値を上回っておりますが、年月の経過とともに減少する傾向にありまし

た。 

  続いて２９ページ、４－２環境試料についてです。まず、４－２－１大気浮遊じんの全アル

ファ放射能及び全ベータ放射能について、（１）６時間連続集じん・６時間放置後測定の結果

についてです。アの月間平均値については、２９ページ中央の表に結果を掲載しておりますが、

いずれの月も事故前の月間平均値とほぼ同程度となっておりました。 

  続いて、イの変動状況については、３０ページの上の表に結果をまとめております。また、

１５２ページ以降に全アルファ放射能と全ベータ放射能の相関図を掲載しております。いずれ

の結果についても、全アルファ放射能及び全ベータ放射能に強い相関が見られていることから、

自然放射能レベルの変動であると考えております。 

  続いて、本文３０ページ、（２）集じん中測定です。こちらについては、１６１ページ以降

に変動グラフを掲載しておりますが、ろ紙送り直後や放射能濃度が低い場合を除き、全ベータ

放射能と全アルファ放射能の比がほぼ一定であることから、こちらも自然放射能レベルの変動

であると考えております。 

  続いて、４－２－２環境試料のガンマ線放出核種濃度についてです。今期は、大気浮遊じん、

降下物、上水、海水、海底土の５品目で測定を実施いたしました。結果については、３１ペー

ジから３３ページに掲載の表にまとめております。上水及び海水を除く３品目からセシウム１

３４が、全５品目からセシウム１３７が検出されております。事故の影響により事故前の測定
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値を上回った試料がありますが、事故直後と比較すると大幅に低下しており、令和２年度以降

の測定値と同程度となっております。 

  続いて、３４ページをお開きください。 

  ４－２－３環境試料のベータ線放出核種についてです。測定結果については、３４ページか

ら３６ページに掲載の表にまとめております。まず、海水の全ベータ放射能については、事故

前の測定値と同程度となっておりました。次にトリチウムについては、上水、海水、大気中水

分で測定を行っており、事故前の測定値と同程度でした。次にストロンチウム９０については、

今期、海水と海底土で測定を行っております。一部の地点で事故前の測定値を上回っておりま

すが、事故直後と比較すると低下しておりまして、令和２年度以降の測定値と同程度となって

おります。 

  続いて、３７ページをお開きください。４－２－４環境試料のアルファ線放出核種濃度につ

いてです。今期は、海水、海底土で測定を行っております。結果については３７ページの表に

まとめており、プルトニウム２３８は検出されておりません。プルトニウム２３９と２４０に

ついては、海水、海底土で検出されておりますが、事故前の測定値とほぼ同程度となっており

ました。 

  資料１－１についての説明は以上になります。 

○福島県 福島県環境放射線センターの蓮沼と申します。 

  参考資料１、福島第一原子力発電所周辺のモニタリングポストにおける空間線量率の一時的

な上昇について説明します。 

  まず１番、概要について、３月５日に福島県が設置しているモニタリングポスト、双葉町新

山局において、空間線量率の一時的な上昇が確認されました。周辺のモニタリングポストの数

値を確認しましたが、類似の上昇は見られず、新山局のみでした。状況を確認したところ、新

山局のモニタリングポスト近傍で行われている橋りょう下部工工事において、当該時間帯にＸ

線発生装置を使用していたことが判明し、空間線量率の上昇は当該装置の影響であることが考

えられました。 

  資料中ほど、図－１に新山局の空間線量率トレンドグラフを載せています。 

  ２ Ｘ線発生装置の使用状況について、工事業者に確認したところ、装置の名称はご覧のと

おり工業用ポータブルＸ線装置、装置の用途は放射線透過試験（金属杭の非破壊検査）を行っ

ていました。装置の使用状況は、３月５日、３月６日、３月１９日、３月２９日の４日間。具

体的には、Ｘ線発生装置を試験対象の金属杭に磁石で取り付け、４方向から照射したものです。 
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  資料の２ページ目に、Ｘ線発生装置の使用状況（３月２９日）の写真を載せております。上

段がＸ線発生装置、中ほどが検査対象の杭とＸ線発生装置の取付け状況、３段目に新山局の検

出器と検査対象の杭の位置関係を載せています。 

  なお、新山局の３月の空間線量率の月平均値を算出したところ、ほかの月と同程度であるこ

とを確認しています。また、積算線量の測定結果についても、新山局から最も近い地点におい

て、ほかの四半期と比べても同程度であることを確認しております。 

  以上です。 

○議長 ありがとうございました。 

  続いて、東京電力から資料１－２について説明をお願いします。 

○東京電力 東京電力福島第二の荒川と申します。 

  それでは、資料１－２、令和５年度第４四半期、原子力発電所の環境放射能測定結果につい

てご報告いたします。 

  まず、表紙の次のページになりますが、こちら第４四半期の環境モニタリングに係るイベン

トといたしまして、令和６年２月２８日から開始しましたＡＬＰＳ処理水海洋放出（第４回）

を追加してございます。 

  続きまして、５ページになります。こちらは福島第一の環境モニタリングトレンドグラフに

なります。５ページ目につきましては、空間線量率、空間積算線量、大気浮遊じん全ベータ及

びセシウム１３７について、今期の測定結果を赤枠で示してございます。 

  また、続く６ページになりますが、こちらにつきましては、土壌、海水、海底土、松葉の記

載がございます。今期測定は、海水と海底土となってございます。いずれも赤枠の中をご覧い

ただいて分かるように、令和２年度以降から特に変動がないデータとなってございます。 

  続きまして８ページ、こちらが福島第二の環境モニタリングトレンドグラフになってござい

ます。測定項目は福島第一と同様でございますが、８ページ、９ページに記載の今期測定結果

は赤枠の範囲内ですけれども、いずれも令和２年度以降の変動の範囲内と考えております。 

  続きまして、少し飛び２２ページにつきましては、福島第一の海水のトリチウムの測定結果

の表が下段に記載されてございます。３地点測定しておりますが、いずれも検出限界値未満と

いう結果になっております。 

  また、次の２３ページに福島第二の同じく海水のトリチウムの測定結果が記載してございま

すが、こちらも３地点測定いたしまして、全て検出限界値未満となっております。 

  続きまして、３４ページ以降に添付してございます放射性廃棄物の管理状況についてご報告
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いたします。 

  次の３５ページになりますが、こちらは福島第一の放射性気体廃棄物の放出量のうち、１～

４号機分になっております。表の上段にございますが、１～４号機合計でセシウム１３４、セ

シウム１３７の記載がしてございます。一番下にあります目標値を全て下回る状況となってご

ざいます。 

  また、次の３６ページにつきましては、同じく放射性気体廃棄物の放出量で１～４号機以外

のデータとなってございます。全粒子状物質につきましては、油処理装置排気口、固体廃棄物

貯蔵庫第９棟排気口から検出されておりますが、下の欄外の※３に具体的な濃度が記載しある

とおり、いずれも告示濃度を下回る濃度となってございます。また、トリチウムにつきまして

も、表の上段に記載があるとおり掲載してございますが、こちらの値につきましては第３四半

期と同程度で特に大きな変化がない状況になってございます。 

  次が３７ページ、放射性液体廃棄物の放出量になります。今期につきましては、放出実績な

しということで全て表を埋めてございます。 

  続きまして、４１ページになります。 

  こちらは、福島第二の気体廃棄物の放出量になってございます。検出されたのはトリチウム

のみでございまして、第３四半期とこちらも同程度の測定結果となってございます。 

  続きまして、４２ページです。こちらは福島第二の放射性液体廃棄物の放出量になりますが、

こちらも全て放出実績なしということで実績がありませんでしたので表のほうを埋めてござい

ます。 

  続きまして、４６ページ以降に記載しております空間線量率等の変動グラフについてご報告

いたします。 

  ４８ページから５５ページまで、福島第一のモニタリングポスト１から８の変動グラフを記

載してございますが、全て降雨雪による変動のみとなっておりまして、それ以外の原因による

変動はないという報告となります。 

  また、５６ページ以降、福島第二の同じくモニタリングポストの変動グラフを掲載しており

ますが、こちらも６２ページのモニタリングポスト７番まで、いずれも降雨雪以外による変動

はございませんでした。 

  続きまして、６７ページをお願いいたします。こちらは、大気浮遊じんの全アルファ・全ベ

ータ放射能の相関図を示してございます。６７ページは、福島第一のデータです。上段ＭＰ－

３、下段がＭＰ－８のデータになってございます。ＭＰ－３の上段のグラフにおいて相関から
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ずれている値がございますが、表の右側の※のところに記載しましたとおり、全て個別の核種

濃度測定を行っておりまして、検出されたのはセシウム１３７、１３４のみとなってございま

す。 

  また、次の６８ページにつきましては、福島第二の相関図を掲載しております。こちらは全

て相関にのっているということで、天然放射性物質の影響による測定結果と考えてございます。 

  続きまして６９ページ以降、こちらは参考データとなってございますが、福島第一の地下水

バイパス、サブドレン他浄化設備の処理済水、また、７０ページにつきましては、ＡＬＰＳ処

理水の評価結果を記載しております。 

  トリチウムの年間放出量につきましては７１ページに記載してございますが、令和５年度の

積算値といたしまして、合計に記載の数値が積算値となっておりますが、年間放出管理の基準

値を下回っているというご報告となります。 

  最後に、７８ページになります。 

  こちらは、福島第一の敷地境界近傍に設置してございますダストモニタ指示値になります。

いずれも警報設定値を上回る値は出ておりませんでした。 

  以上、東京電力の報告となります。 

○議長 ありがとうございました。 

  それでは、ここまでの説明に関しまして、皆様からご質問、ご意見等がございましたらお願

いいたします。それでは、岡嶋専門委員お願いします。 

○岡嶋委員 岡嶋です。ご説明ありがとうございました。特に県のほうの説明、全体のトレンド

のお話がありましたけれども、そろそろトレンドを結論づけられるのに、ある一定の、事故直

後は除いて、ある時期から以降の言ってみればフィッティングをやって最小二乗をやった結果

どれぐらいのトレンドなので、このままその範囲内にありますというようなことが言えるよう

な、結果としては変わらないんですけども、そのような考察はされているんでしょうか。気に

なったのでご質問します。 

○議長 福島県、お願いします。 

○福島県 福島県放射線監視室の西内です。現状、我々のほうで行っているのは、今ご説明させ

ていただきましたトレンドの傾向についてのご説明、あとは過去３年の変動範囲との比較とい

うところを中心に見ておりまして、今おっしゃっていただいたような解析のところまでは及ん

でいないのが実情でございます。 

  以上でございます。 
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○岡嶋委員 ぜひその辺のところを考慮されて、これから先やっていかれたらどうかなというよ

うな、もちろんそちらのほうで検討していただくことが大事だと思うんですけども、科学的な

観点からするとそれぐらいのことをやって結果として出してもいいんじゃないかなという気が

したので、コメントです。それが１点です。 

  それからもう１点ですが、参考の資料の説明をしていただいてどうもありがとうございます。

そちらのほうは、実際のＸ線発生装置を使った場所とモニタリングの場所、どれぐらいの距離

があったんですか、具体的に。 

○福島県 福島県環境放射線センターの蓮沼です。 

  実際の距離は３月５日、６日がモニタリングポストから約２３メートル、３月１９日がモニ

タリングポストから約５４メートル、３月２９日が約１０メートルの場所で使われました。 

 

○岡嶋委員 その結果として、多分３月１９日だったかなは、やや大きめの値が出ているという

ことですかね。距離が短い分だけ。 

○福島県 一番距離が短かったのが３月２９日なんですけども、距離が近い分高い値でした。 

○岡嶋委員 そうですよね。一番右端の値ですよね。 

○福島県 はい、そのとおりです。 

○岡嶋委員 その辺のところも含めてもうちょっと検討していただいて、確かにそれの影響だと

いうのが分かるような形だと、今言ったようなことの考察もあっていいのかなという気がした

のが１つと、もう１つは、工事をする前に事前に連絡はなかったんですか、Ｘ線発生装置を使

うということについては。 

○福島県 ３月５日に初めて上昇したのを確認したのですけれども、特段、事前連絡はありませ

んでした。所内で空間線量率の値を確認しているときに、大きいピークが出ていることを確認

してから状況を確認しました。 

○岡嶋委員 そうですね、多分結果を見て慌てて状況確認をしたという状況だろうなと思うんで

すけども、その辺のところは、土木のほうなのかな、との間での密な連絡があれば予測ができ

ていたのかなと思うんですが、その点はいかがでしょう。というのは、これ多分使うときには

届出するんじゃないかなと思うんですが、違うんですかね。 

○福島県 特段、私どものほうに事前届出等を提出されるような流れというか制度にはなってい

ません。 

○岡嶋委員 ほかのところならいざ知らず、こういうエリアですよね。今、福島県として浜通り
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のこの界隈は、かなりいろいろとモニタリングポスト等で見ているところなので、その辺はも

うちょっと密にしてもいいのかなという気がしたんですけど、どうでしょうね。今後も例えば

こういう形のことが起こり得るかもしれないですよね。 

○福島県 県としては、町等と情報提供いただけるのであれば情報提供してもらうということで

連絡は常に取ってはいたのですが、今回いただけなかったということで、町や事業者さんにも

適宜、情報提供いただけるように今後検討していきたいと思います。 

○岡嶋委員 そうですね、モニタリングポストに対する影響としては、その辺は考慮されたほう

がいいのかなと思いました。以上です。 

○議長 ありがとうございました。続きまして、田上専門委員お願いします。 

○田上委員 田上です。非常に細かいことで恐縮なんですけど、資料１－１の３７ページ目に、

プルトニウム２３９、２４０の合計、海水の１Ｆ沖合の結果ですが、ごくごく微量なんですが、

過去よりも少し、０．０１６なのでほんの少しですが違う。確認させていただきましたらば、

３地点とも検出されていて、そのうちの２地点が０．０１６、０．０１５ということで、ちゃ

んと検出されているんだなと思いました。何かイベントがあるわけでも何でもないんだと思う

んですが、過去から比べて若干高い値が出たのであれば、それはそれで報告すべきとまでは言

うつもりではないのですが、過去と同じぐらいでしたということで流すのではなく、ちゃんと

確認されたらいかがでしょうという話です。いかがでしょうか。 

○福島県 福島県放射線監視室の西内でございます。コメントありがとうございました。 

  今記載のところですと、今ご指摘をいただいたようなところ、ほぼ同程度というふうな記載

にとどめておりますので、少し状況を確認させていただきまして、書きぶりの修正等、検討し

たいと思います。また、それで修正等が入る場合には、追って共有をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○田上委員 ありがとうございます。特に修正は要らないのかと思いますし、そのくらい数値と

してはごく小さいので気にすることはないのかもしれないんですけれども、気にしているよと

いうことを示すアピールの場でもあろうかと思いますので、ちょっとセンシティブになってい

ただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございます。続きまして、原専門委員、お願いします。 

○原委員 原でございます。ご説明いろいろありがとうございました。 

  先ほど岡嶋先生がおっしゃった中の解析のことを考えていたんですけども、昔、海水の放射

能の解析で吉田先生という方が最小二乗法でカーブフィッティングして、それからそのカーブ
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に出てくる値を引いて誤差だけの変動にして、その３シグマを超えた分を異常値として検出す

るようなやり方をやっていたので、できないことはないのかなとは思うんですけども、１年間

のデータが４個で、１０年間とっても４０個ですよね。だから、そろそろ４０個だからやって

もいいのかなと思うんですけど、最初のほうの３年とか、大きな値のところの変動は大き過ぎ

て、そこは除いてやるとか、何かいろいろ工夫が要るんだろうと。工夫をしながら、どれが一

番正しそうかというようなことをやっていくんだなというのは時間がかかるなと思ったので、

モニタリングのルーチンワークをやりながら解析もやれというのは酷かなと思いつつも、努力

はしていただいたらいいかなと。 

  それから、専門にチェックするようなことに注力するような担当をつくるかですね、そんな

ふうなことを組織的にやっていかないと多分よくないのかなと思うので、県でも人が少なくて

大変だと思いますが、上司の方は温かい目で、先ほどの岡嶋先生が思われるようなことは重要

ですから、そういう雰囲気をこれから醸成していっていただければいいかなと。そういう温か

い目で育てていっていただきたいという希望を申し上げておきます。 

  以上です。 

○福島県 福島県放射線監視室、西内です。コメントありがとうございました。 

  先ほど岡嶋専門委員からもご意見ありましたところも踏まえまして、少し今後の対応につい

て、今おっしゃられて頂いたように、短期で何か結論を出すというよりは、長期的にどういう

対応ができるかというところも含めて、中で話してみたいと思います。ありがとうございます。 

○議長 原先生、ありがとうございました。続きまして、宍戸専門委員、お願いします。 

○宍戸委員 １ページ目の文章をずっと読んでいましたところ、環境試料の核種濃度の中で２行

目のところに、事故の影響によりという文章が入っているんですけど、この概要は影響があっ

たということじゃなくて、実際に多くの試料で事故前よりもちょっと上がっていたということ

さえ言えばいいので、この事故の影響によりという文章は考察的なことですので省いてもよろ

しいんじゃないかなという気がしました。 

  それが１つと、もう１つ、下から５行目ぐらいですか、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出云々で、

速報のためのトリチウムの迅速分析って、知っている人はみんな海水の分析なんだろうけど、

海水のトリチウム分析というふうに入れておいたほうが、これは概要で一番最初に見るところ

ですので、はっきり海水中のトリチウムだよというふうに書いたほうがいいのかなと思って、

読んでいて気になったものですから、もし修正できるところがあれば修正しておければと思い

ます。その２点です。 
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○福島県 福島県放射線監視室の西内です。ご意見ありがとうございました。 

  改めて内容を整理しまして、修正等が生じる場合には後ほどまた共有させていただいて対応

したいと思います。ありがとうございます。 

○宍戸委員 よろしくお願いします。 

○議長 ありがとうございました。市町村の方からは、特にご意見、ご質問ございませんでしょ

うか。よろしいでしょうか。そのほかの方からご質問ございませんか。 

  それでは、議題（１）のモニタリング結果につきましては、事故後１０数年経っているので、

その中で変動の傾向とか、例えば発電所の監視をする上で異常値をどのように検知するのかと

か、いろいろな考察の方法というか検討の方法などもあるかと思いますので、その辺ご意見い

ただきましたので、今後検討していただきたいなと思います。 

  それでは、第４四半期のモニタリング結果については以上ですが、各機関におきましては引

き続きモニタリング結果を適切に県民に分かりやすく情報提供していただけるようにお願いい

たします。 

  続きまして、議題（２）に移ります。ＡＬＰＳ処理水に係る海域モニタリング結果について

であります。こちら、資料の２－１から２－６までありますので、福島県より順に２－１につ

いて説明をお願いいたします。 

○福島県 福島県放射線監視室の西内です。 

  資料２－１により、福島県が実施するＡＬＰＳ処理水に係る海水モニタリングの結果につい

てご説明いたします。 

  福島県が実施するＡＬＰＳ処理水に係る海水モニタリングの結果につきまして、議題（１）

において報告しました四半期報から、福島第一原子力発電所周辺における９測点のモニタリン

グ結果を抜粋し取りまとめたものに、速報のためのトリチウムの迅速分析結果として５月２８

日の採水分までの結果を追記したものとなっております。 

  まず、速報のためのトリチウムの迅速分析につきましては、表１に結果を示しております。

今回報告分といたしましては、令和６年４月１２日から令和６年５月２８日までに採水しまし

た海水について、全て検出下限値未満となっております。また、資料の掲載には間に合ってお

りませんが、６月６日に採水しました海水の分析につきましても、検出下限値未満となってお

ります。このほか、海洋放出後に実施した電解濃縮法によるトリチウムの分析結果やその他の

核種の分析結果につきましては、表２に示しております。結果につきましては、放出停止中に

採水をしました令和６年１月分、２月分及び放出中に採水をしました３月分のいずれの試料に
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つきましても、トリチウム濃度をはじめとする各項目の測定結果は海洋放出前の測定値の範囲

内となっておりました。 

  ２ページ目以降には、各測点ごとの結果やこれまでの測定結果を一覧表で掲載しております

が、それぞれについての説明は割愛いたします。 

  資料２－１については以上となります。 

○議長 ありがとうございます。 

  続きまして、資料２－２について環境省から説明をお願いいたします。 

○環境省 環境省から、資料２－２につきましてご説明をさせていただきます。環境省の海洋環

境課の北村と申します。よろしくお願いいたします。 

  資料の２－２の１ページ目でございますけれども、今回ご報告する概要を書いてございます。 

  まず、１つ目が海水の迅速分析でございます。昨年８月の放出開始後から、風評対策としま

して海水の迅速分析を実施しておりますけれども、こちらは全て検出下限値未満ということで、

人や環境への影響がないことを確認しております。具体的な数字としましては、３ページ目の

ところに令和６年度分ということで列を２つ追加してございますが、アンダーバーを入れてお

ります。全部ＮＤになっておりますけれども、こちらのところが今回報告分でございます。 

  我々も、福島県さんと同様で、この後、迅速分析を実施したものを速報として既に公表した

ものがございますが、そちらにつきましても今回の資料には間に合っておりませんけれども、

全て検出下限値未満という形になってございます。 

  １ページ目に戻っていただきまして、（２）精密分析と書いてある部分でございます。我々

の処理水対応のモニタリング、非常に多岐にわたっておりますので、全体を見渡せるようにと

いうことで表形式にまとめております。同じようなものを前回の評価部会のときにもお出しし

ておりますけれども、今回はあまり追加でご報告できる分がございませんで、今回報告分とい

う列を真ん中左あたりに記載してございますが、魚類の炭素１４、こちらだけが追加報告事項

があるという状況でございます。 

  こちら、詳細につきましては同じく後ろのほうにまとめてございまして、ページで言います

と１０ページになります。ページ上段の水生生物、魚類の表記しているものの右側、令和５年

度のところの第２回の部分、一番下の炭素１４の項目のところにアンダーラインを引いており

ます。こちら３つ出ておりますけれども、いずれも従前と同じ程度という形になっておりまし

て、特段変動は見られないという状況でございます。下に括弧書きで、一応、比放射能も載せ

させていただいております。こちらのほうが比較しやすいだろうということで、一応、参考値
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として記載させていただいているという状況でございます。 

  環境省からご報告は以上でございます。 

○議長 ありがとうございました。 

  続きまして、資料２－３につきまして、原子力規制庁より説明をお願いいたします。 

○原子力規制庁 原子力規制庁監視情報課の鈴木でございます。よろしくお願いします。 

  資料２－３について説明をさせていただきます。 

  次のページをお願いします。原子力規制委員会は測点を拡充の上、２０２２年４月より近傍

海域及び沖合海域の計２０測点で試料採取し、海水中のトリチウムのモニタリングを実施して

おります。今期の採取はございませんでしたので、省略させていただきます。 

  次のページをお願いします。こちらは、従前より実施しているトリチウム以外のモニタリン

グの結果についてもご報告させていただきます。従前より、近傍海域、沖合海域及び外洋海域

の４６測点で試料採取をし、海水中のセシウム１３４、１３７のモニタリングを実施しており

ます。ＡＬＰＳ処理水の放出開始後においても、当該モニタリング結果について過去の傾向と

異なる特別な変化はございませんでした。表中一番下、黄色で網をかけているところが今期の

ものでございます。 

  次のページをお願いします。こちらは、ストロンチウムでございます。今期の採取はござい

ませんでしたので、省略をさせていただきます。 

  次のページをお願いします。こちらは海底土でございます。こちらも今期は採取がございま

せんでしたので、前回と同じ資料を添付させていただいております。 

  資料２－３につきましては以上でございます。 

○議長 ありがとうございました。 

  最後に、東京電力より資料２－４から２－６まで、まとめて説明をお願いいたします。 

○東京電力 東京電力福島第一、松澤でございます。よろしくお願いします。 

  まず、資料２－４を用いまして、令和５年度第４四半期のＡＬＰＳ処理水放出に伴う海域モ

ニタリング結果について報告させていただきます。 

  資料のほう、１ページから７ページまで、概要、目的、測定内容、こちらについては割愛さ

せていただきまして、資料８ページ目から説明させていただきます。 

  ８ページ目、測定結果としてまとめたものでございますが、まず、海水の分析結果、第４四

半期につきましては、２月２８日から３月１７日にかけて第４回の放出を行ってございますが、

その間のモニタリングにつきまして、次の９ページのグラフを見ていただくと分かるかと思い
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ますが、３キロ圏内の分析結果につきましてはいずれも指標を下回る、そして変動等なく推移

しています。ただし、放出期間中につきましては、毎回傾向としては変わりませんが、Ｔ－０

－１Ａという放出口付近のところにつきまして若干の上昇等はありますが、いずれにしても指

標未満という結果が得られてございます。 

  その次、１０ページ目をご覧ください。同じく海水のトリチウム濃度の分析で、２０キロ圏

内のデータは１０ページ、それから１１ページが２０キロ圏外の海水の濃度でございますが、

いずれも指標未満、そして変動等なく推移しているといった状況でございます。 

  続いて、魚の分析結果でございますが、１２ページをお願いします。まず、下２つのグラフ、

こちらは魚のトリチウム濃度で、下のほうが有機結合型、こちらはいずれも検出限界値未満、

そしてその１つ上のグラフ、これは魚の組織自由水型のトリチウム濃度で、十分低い値で検出

されていますが、特に変動等なく推移しているといったところでございます。その上、一番上

のグラフでございますが、魚をとった、今回代表としてＴ－Ｓ８のポイントで示してございま

すが、海水の濃度、それから魚の濃度、比較できるようプロットしてございますが、いずれも

海水のトリチウム濃度と同程度で魚のトリチウム濃度が推移しているといったところが分かる

かと思います。 

  それから、続いて１３ページ目をご覧ください。海藻のトリチウム濃度の分析結果でござい

ます。海藻のデータにつきましては、今回、２０２３年度の４月分と５月分を追加してござい

ます。いずれも３月のデータと変わらず、上のほうが組織自由水型のトリチウム濃度が横ばい

と、それからその下の有機結合型につきましては検出限界値未満という結果を得られてござい

ます。 

  続いて、１４ページ目をご覧ください。同じく海藻のヨウ素１２９の濃度でございます。い

ずれも検出限界値未満という結果が得られてございます。 

  それから、添付資料をいくつか付けさせていただいてございますが、１９ページ目から２０

２３年度の放出の状況ということで、第１回から第４回の各パラメーター類一式をつけさせて

いただいてございます。 

  それから、３１ページには、今年度、２０２４年度の放出計画をつけさせていただいており

ます。 

  資料２－４につきましては、以上でございます。 

  続きまして、資料２－５をご覧ください。 

  こちらは、先ほどの第４四半期までの結果に対して、こちらは今年の５月までの結果を含め
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た報告となってございます。 

  資料の１ページ目から６ページ目までは割愛させていただきまして、モニタリング結果を７

ページ目からまとめてございますので、ここから説明させていただきます。 

  まず、海水のほうでございますが、１０ページ、１１ページ目、それから１２ページ目にグ

ラフ、トレンドとして示させていただいておりますが、迅速分析によるトリチウムの分析結果、

いずれも指標を下回り、低い濃度で安定して推移していると。放出口近傍では１０から３０Ｂ

ｑ／Ｌ程度まで一時的な上昇として確認されてございます。 

  それから、８ページ目に行きまして、港湾外の３キロ圏内、それから２０キロ圏内、そして

２０キロ圏外のトリチウム濃度でございますが、こちらもいずれにおきましても指標を下回り、

そして安定して推移しているといった状況でございます。トレンドのグラフとしては、１４ペ

ージから１６ページまでにまとめてございます。 

  続いて、１７ページ目をご覧ください。こちらは、至近の放出時のトリチウム濃度のデジタ

ル値を表にしたものでございます。１７、１８ページが今年度の第２回目で、通算で６回目と、

５月に放出を開始したものでございます。 

  それから、１９ページを飛ばして２０ページ目、こちらがその１個前の今年度第１回、通算

で第５回目のデジタル値を参考に掲載してございます。２２ページ目までがこのデータでござ

います。 

  続いて２３ページ目、ここから海水のセシウムの濃度を記載してございますが、２４ページ

目、２５ページ目、２６ページ目、３キロ圏内、それから２０キロ圏内、そして２６ページ目

が２０キロ圏外と、いずれの領域におきましてもセシウム濃度はほぼ横ばい、ただし、雨が降

ったときに一時的に陸に近いＴ－１、Ｔ－２で若干の上昇が見られるといった傾向は変わらず

でございます。 

  続きまして２７ページ、魚の分析結果でございます。こちら、第４四半期の結果として先ほ

ど資料２－４で説明した結果とデータは同じでございますが、結果としてもこれまでと変わり

ません。 

  このため詳細の説明は割愛させていただきまして、３１ページ目をご覧ください。こちらは

海藻のトリチウム分析結果、こちらも先ほど資料２－４で説明させていただいた昨年の４月分、

５月分のデータを追加でプロットしてございますが、結果としてはこれまでと変わらずでござ

います。 

  ３３ページ目をご覧ください。海藻のトリチウム分析につきましては、今まで社外分析機関
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のほうにご協力いただきながら分析してまいりました。昨年７月より、当社内におきましても

分析できるよう検討を進めてまいりまして、このたび自社でもできると判断したので、次回以

降、具体的には７月からですけれども、採取する分につきましては当社内で分析等を進めてま

いろうと考えております。その判断に至ったところでございますが、３３ページ、表として、

当社、それから社外の分析機関の分析データをこちらで比較していますが、おおむね変わらな

い結果が得られているといったところ。それから、３４ページ目をご覧ください。３月のこの

会議体でご説明させていただきましたが、海藻類のトリチウム分析につきましては、一部不純

物等が含まれまして、当社の分析結果がやや高いという結果が得られていて、それに対して検

討を重ねてまいった、その結果で出てきた分析フローでございます。我々の分析の中で、この

赤く囲ったトリチウムカラム通水、こちらを今回追加しまして、十分に不純物除去可能と判断

したので、当社として今できると判断したところでございます。 

  続いて３５ページ、ヨウ素１２９の濃度も記載してございますが、こちらも資料２－４で説

明したとおり、検出限界値未満で推移しているところでございます。 

  ちょっと急ぎになりましたが、説明は以上でございます。 

  資料２－６のほうを岡村から説明いたします。 

○東京電力 福島第一の岡村から、資料２－６についてご説明いたします。 

  こちらはＡＬＰＳ処理水放出に関する海洋拡散シミュレーションについてということで、以

前ご説明しましたけれども、ＡＬＰＳ処理水放出に関する放射線環境影響評価に用いた海洋拡

散シミュレーションを実際のモニタリングデータと比較して検証したというものでございます。 

  １ページ目をご覧ください。こちらに全体の検証のスケジュールが書いておりまして、前回

３月の報告の際に昨年の第２回放出までの評価結果についてご説明をしております。今回は、

第３回の評価結果を加えて、１回目から３回目の放出全体の評価を取りまとめた結果の報告と

いうことになります。 

  ２ページ目をご覧ください。本報告における妥当性検証の考え方でございますけれども、対

象としたモニタリングは発電所周辺１０キロ圏内の１４地点、迅速分析の対象としている１４

地点の通常分析の結果ということで比較対象としております。それから、発電所周囲、放水口

近傍で行われている環境省、原子力規制庁、福島県のモニタリングデータについても、結果が

出ているものについて評価の対象としてございます。 

  今回、検証の考え方として、拡散シミュレーション自体は不確かさが、特に海での拡散現象

ということで大きいということと、シミュレーション自体が海のある地点、ある時間の濃度を
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精緻に再現するためのものではないということで、今回の検証では数字の比較というよりは濃

度の上昇傾向、拡散の傾向が再現しているかという観点で比較をしてございます。 

  それでは内容ですけれども、３７ページから第３回の放出期間の結果についてご説明をした

いと思います。３７ページに、第３回の放出期間中のトリチウムの放出の実績について、モデ

ルに入力した条件を記載してございます。下の四角のところに参考として、放射線環境影響評

価で評価をしたときの条件、２２兆ベクレルを１年間を通じて一定の同じ放出率で放出と記載

していますが、今回の第３回放出期間の放出率も大体同じぐらいの放出率ということになって

ございます。 

  ３８ページ以降にモニタリング結果の概要ということで、３９ページからモニタリングデー

タを一覧表の形で記載してございます。四角で囲っている部分が通常の分析ということで、０．

４ないし０．１Ｂｑ／Ｌまでの検出下限値で測定をした結果でございまして、こちらのデータ

を比較の対象としております。 

  ４２ページをご覧ください。こちらのほうが拡散シミュレーションで実際の気象データ、海

象データを入れて計算した海流のデータになってございます。見てご覧いただくと分かります

とおり、２段目のところに流速の南北成分というのがありますけれども、地形的に南北に海岸

線があるので、南北方向に交互に入れ替わりながら海流が流れているという状況でございます。 

  ４３ページ目をご覧ください。こちらのほうは１１月２日１４時ということで、放出開始の

約４時間後の状況でございます。四角で囲った数字のものがモニタリングデータになってござ

いまして、丸が調査地点で、丸の色が濃度を示してございまして、不検出の場合は白抜きとい

うことになってございます。コンター図で濃度分布が書かれているのは拡散シミュレーション

の結果でございまして、この青いモニタリングデータの丸で６．９Ｂｑ／Ｌというところが放

水口のすぐ北側の調査地点でございまして、ここが比較的ちょっと高めの数字が出ているんで

すけども、モニタリングデータのほうも大体同じように北側のところで高めの濃度が出ている

という、そういった結果でほぼほぼ合っていると判断してございます。 

  ４４ページのほうは、１１月６日８時のモニタリングデータとの比較になってございます。

こちらのほうは、前日まで南向きに海流が流れていたのがちょうど北向きに変わった直後とい

うことで、南側に拡散範囲が広がってございますけれども、北側にも少し広がってきていると

いう状況がモニタリングデータと大体同じ結果ということになってございます。 

  ４５ページ以降も同じような比較をやってございまして、一個一個の説明は省略いたします

けども、全体として合っていないものももちろん含まれますけれども、おおむね合っているケ
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ースが多いという、そういった状況でございます。 

  ５３ページ目をご覧ください。こちらは、３回を通じてのまとめという形で記載させていた

だいてございます。３つ目の四角にございますとおり、まず、放出期間中のモニタリング結果

から放出された希釈後のＡＬＰＳ処理水は海洋において速やかに拡散が進んでいることが確認

されたということでございます。放水口の一番近い測定点ではトリチウムが検出されたり、拡

散計算でも少し濃いめの濃度が出ておりますけれども、いずれにしても環境や人への影響のな

い非常に低い濃度でございまして、放出後は速やかに拡散が進んでいるということが両方のデ

ータから確認されてございます。 

  それから、５つ目の四角のところでございますけども、太字で書いてございます部分、拡散

シミュレーションは発電所周辺における拡散の傾向を再現できており、放射線環境影響評価に

用いた拡散シミュレーションには問題がないことを確認したといった形で、こちらのほうが結

論ということになってございます。 

  その下にもう１つ追加で書いてございますけども、今後は、こういった個別の比較にはでき

ることに限りもありますので、今後は年間平均値とか、そういった形で蓄積されたデータをも

とに検証をまたやっていきたいなと考えてございます。 

  それから、５４ページからなんですけれども、前回、放水口近傍のところの検出値がシミュ

レーションと比べて高めに出るということについてコメントいただきまして、その原因という

か、そういったところに関する考察を付け加えてございます。こちらの５４ページですけれど

も、今回のシミュレーション、前回、先生方からもご指摘ありましたとおり、メッシュが大き

いですとか、シミュレーションのトリチウムの入力を海底でしているということで、実際に放

出されている放水口のところは上向きに放水しているので、放水流によってトリチウムが上方

に移動する現象があるんですけども、シミュレーション上はそこまで再現できていないという

ことがあって、放水口付近はシミュレーションよりも実際のモニタリングのほうがちょっと高

めに出るという、そういったことでございます。 

  今回考察として、放出源を海底ではなくて海表面に近いところに設定してシミュレーション

をやるとどんな拡散計算になるかというのを試しにやってみたということでございます。 

  ５４ページの表は、それぞれの放出深さでやってみて、実際の放射線影響評価に使った１０

ｋｍ✕１０ｋｍ範囲の平均濃度を比較したものでございますけども、このあたりは水深が１０

メートルぐらいしかないということもありまして、１０ｋｍ✕１０ｋｍの範囲で計算をすると、

どちらの放出方式でも大きな差はないという、そういったことでございます。 



-19- 

  ５５ページ以降が実際に濃度分布図を比較したものでございまして、左側が海表面近くから

放出した場合、右側が底から放出した場合という比較になってございまして、図は４回分載っ

ていますけれども、大体、左側の表層放出にしたほうが拡散の形状自体は再現性としては合う

傾向が見られるということになりますけれども、少し離れた範囲で見ていただくと、どちらの

放出にしてもほとんど形状は同じという、そういった形でございます。 

  放出源の深さの設定にはいろいろと考え方がありますので、すぐにこういった形でシミュレ

ーションモデルを見直すということはありませんけれども、引き続きこういった検討も続けて

いきたいと考えております。 

  こちらの資料の説明は以上です。 

○議長 皆さん、ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いいたしま

す。それでは、原専門委員お願いします。 

○原委員 どうもありがとうございます。ご説明ありがとうございました。 

  私、岡村さんのシミュレーションのところでご意見申し上げたいなと思うんですけども、表

層放流と海底底層放出の比較をやられて、あまり変わらなかったという、変わらなかったとい

うか、表層放出のシミュレーションでもいいんじゃないのというか、そちらのほうが合ってい

るんじゃないのという話だと思うんですけども。底層といいながら１０メートルぐらいのとこ

ろで放水しているので、多分、そこから上向きに放出したところで勢いがついて混合される、

ほかの海水を取り込んで混合される濃度は１０倍も希釈されないんですね。それは温排水の今

までのシミュレーションをさんざんやられていて、大体数倍、２倍とか３倍ぐらいにしかなら

ない。例えば７℃のΔＴで出すと３℃とか２℃ぐらいにしかならないというのは、大体今まで

の経験というか実際の深層放流をやっている発電所さんの実績でもミキシングゾーンは３℃ぐ

らい、ΔＴの２℃とか３℃ぐらいにしかならないということはよく分かっておりますので、そ

のミキシングの効果が１０分の１もないので、表層放流の値としてスタートの濃度を考えても、

底層から放流してもあまり変わらないというのはそういうことかなと思います。底層から放流

したときにどれぐらいミキシングしますというところの考え方をどういうふうにするかという

のでこの値は変わってくるんだと思うんですけども、そういう意味では１桁落ちていないので、

あまり違いがないということになっているのかなと思います。 

  だから、きめ細かくやっていますという話だったら、底層からやっていますということです

けれど、ミキシングのところの値をもう少し、あまり効果がないというか、期待できないとい
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うふうな話に持っていけば、まあまあ話は合うのかなと。 

  それから、今回は検証というので、シミュレーション、メッシュが大きいという話もずっと

前から言っていますけども、非常によく合っているなと。話が合い過ぎてちょっと気持ち悪い

ぐらいよく合っているなとは思うんですけども、濃度の高く出たシミュレーションのところで

やっぱり高い値が出ているというので、このシミュレーション使えないことはないなと。ただ

値としてはやっぱり１０倍ぐらい、１Ｂｑ／Ｌぐらいの塊とか数ベクレルの塊が出ますよとい

うシミュレーションに対して、１０Ｂｑ／Ｌ以下ぐらいの数ベクレルという値、６Ｂｑ／Ｌと

か１０Ｂｑ／Ｌとかいう値が出ているので、ちょうど１０倍ぐらいかなと。だから、このシミ

ュレーションでいった値に比べたら１０倍ぐらいのところを覚悟しておけば、大体シミュレー

ションの結果と同じようなことで周りは問題ないのかなと思います。 

  ただ、海流の動きによってはシミュレーションをこれから何回かやっていく中で、どこか飛

び離れてちぎれ雲みたいになるのが漁港とかそちらのほうの近くで出るとか、そういうふうな

シミュレーション結果が出るんであれば、そういうところにも調査点を配置して、海水の濃度

としては大丈夫でしたよというバックグラウンドをとっておかないと、突然高めのお魚が出る

といったときに環境データがないということで慌てふためくということになりかねないので、

これからシミュレーションの結果をいろいろ蓄積していく中で、飛び地的なものが出るんであ

れば、そこにもモニタリングポイントを設けるとか、そういうことを検討していただきたいと

希望しておきます。 

  以上です。 

○東京電力 東京電力、岡村です。いろいろとコメントありがとうございます。今回は、発電所、

瞬間的な比較ということもあって、発電所の近傍だけを対象としてやってきたということにな

りますけれども、先生がおっしゃるとおり、もう少し遠いところでも濃度が検出される場合も

もちろんありますので、今後はもうちょっと遠くのところのデータとかも蓄積していって、比

較の対象にしていくといったことも検討していきたいと思います。ありがとうございます。 

○原委員 昔、温排水の経験からいうと、包絡線というのをよく書いて、大体この範囲であれば

９０％の確率で何度以上になりますよというような包絡線という考え方で物を考えていたので、

そんなふうな、いろいろ考えて確率分布を変えてやるというようなことも今後データがたまっ

てきたら考えていただきたいなと思います。そうすると、大体ここの範囲はいいけども、ここ

の外だと大丈夫ですねという見当がつくというんで、皆さんの安心につながるんじゃないかと。

そういうことも検討してください。 
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  以上です。 

○東京電力 東電、岡村です。ありがとうございます。包絡線とは違うんですけれども、年間平

均濃度とか、そういった形での比較もしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願い

いたします。 

○議長 ありがとうございました。続きまして、田上専門委員お願いします。 

○田上委員 ありがとうございます。資料２－５の２７ページ、お願いできますでしょうか。こ

ちらに、海水と魚類のトリチウム濃度を比較した図がございます。水と同程度だということで、

これはこれでいいかと思うんですけれども、一方で、東電さんが公表されている資料によりま

すと、海水よりもヒラメの体内トリチウム濃度は高くならないという実験結果がホームページ

に載っていますし、アメリカで行われた実験結果などを見ても、これはかなり古い資料なんで

すが、今手元で私だけが見ており、申し訳ないんですが、１９７２年にやられたデータなどで、

海水よりも魚の濃度は高くならない。むしろ低いというような結果が載っている。一方で、こ

この資料を見ると、海水と魚が一致しているというところで、一体何が起こったんだろうと思

っております。もしかしたら魚が正しいのであれば、海水中の濃度を過小評価している可能性

があるし、逆に魚が高めなのかと。古いデータがずっとあるので何とも言いがたいんですけれ

ども、このちょっとした違いというものが何に起因するのかというのは少し検討されたかどう

か、そこだけ確認させてください。よろしくお願いいたします。 

○東京電力 東京電力の岡村から回答いたします。ありがとうございます。 

  こちらのグラフなんですけれども、単位がＢｑ／Ｌということでそろえて書いているので、

魚の中の水分だけの比較、トリチウム濃度の比較になっているのでこういったことになってい

るのかなというのが一つ考えられるところかなと思っております。実際の海ですと、どうして

も海流の流れ等で濃度が常に変動しているものですから、魚の中に入ってしまったときの濃度

と必ずしも海水の濃度が１対１で比較ができないということもあるのかなと思います。という

ことでございますけども、いかがでしょうか。 

○田上委員 ありがとうございます。あくまでも先ほど私が申し上げたようなことというのは、

実験結果として、つまりトリチウムを海水に添加して、そこに例えばヒラメを飼育した場合に

どのぐらいの濃度になりますかというようなデータであったようなものです。必ずしも実際の

魚に対して全ての環境水がずっとこのような濃度で推移している状況に生息している魚につい

ての結果ではないということから考えると、先ほどおっしゃられたようなことで解決するので

あれば結構なんですが、何かの都合で過少評価、過大評価になっているということになってし
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まうと解釈が難しくなってきてしまう。何か先ほどおっしゃられたような魚類の濃度というの

が必ずしも過去に実験で得られたヒラメ体内中のトリチウム濃度というような実験があります

けれども、それと同じような評価の体系になっていないよということであれば、その差という

のをちゃんと説明できるようになっていただければいいなと思っています。 

  以上です。 

○東京電力 東電の岡村です。ありがとうございます。前回も先生から魚のトリチウムの濃度と

海水の濃度を並べたところで、１対１でやるとちょっと逆転している場合があって、あまり並

べ方としてよくないということで、後ほど説明しますけども、魚との比較の表は見直してござ

います。おっしゃるとおり、実験室でやったヒラメについてはずっと同じ濃度の海水の中で飼

育していますので、その濃度までいかなかったという、そういった結果でございますけれども、

実際の海域では濃度変動があって、なかなかそういった単純にはならない、同じ結果にはなら

ないことがあるということは何か注釈等をかけるかどうか、考えたいと思います。どうもあり

がとうございます。 

○田上委員 よろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございました。続きまして、岡嶋専門委員お願いします。 

○岡嶋委員 岡嶋です。どうも、ご説明ありがとうございます。資料２－５について２つご質問

したいと思っています。 

  まず、１つは２６ページなんですが、海水のセシウム１３７濃度ということで、沿岸２０ｋ

ｍ圏外のところのお話があったと思うんですが、ここの話で、やや高い日があるのは降雨の日

だというふうな関係があるようなことをおっしゃったと思うんですが、そういう理解が正しい

でしょうか。 

○東京電力 東京電力の松澤でございます。降雨による影響を受けているのは２４ページの３キ

ロ圏内、こちらの主に影響を受けているのがＴ－１、Ｔ－２、これは上の２３ページの測定点

を見てもらうと分かりますが、非常に陸に近いところのデータでございます。こちらのほうが

降雨があったタイミングで上がりやすいという傾向を我々確認しているというところでござい

ました。誤解させてしまいまして、すみませんでした。 

  以上です。 

○岡嶋委員 いえいえ、分かりました。どうもありがとうございます。それにしてもと思ってい

るのは、その降雨の影響というので、上昇があるという傾向があるのは分かりますし、多分相

関をとればそういう結果が出てくるんだろうと思うんですが、その原因は本当に降雨の影響な
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んでしょうかというところについてはご検討されているんでしょうか。 

○東京電力 福島第一の岡村でございます。こちらも後ほど発電所の海水モニタリング状況とい

うことでご報告いたしますけれども、陸域全体というよりは、福島第一原子力発電所の排水路

等からどうしてもまだフォールアウトのセシウムが出ていくということで、このＴ－１、Ｔ－

２というのは発電所の南北の放水口のところ、昔の放水口の近傍でございまして、港湾からの

影響を受けて上がると、それが雨の日に上がるという、そういったことでございます。 

○岡嶋委員 分かりました。その辺のところのつじつまといいますかね、その辺のロジックがは

っきりしなかったので確認させていただいたという次第です。どうもありがとうございます。 

  それからもう１点なんですが、３３ページで、今後、海藻類のトリチウム分析というところ

で、東電さんのほうの測定装置を使ってこれからはやっていくんだというお話があったと思う

んですけども、その際に、現在のトリチウムの分析の精度を確認されていると思うんですが、

この表は。１つ確認したかったのは、東電さんのほうの分析項目、ＦＷＴの値が０．０９３∓

０．０５４ということと、似たような値がＴ－Ｋ３のところでも出ていますが、ややほかのも

のに比べてこの２つだけ誤差が大きいんですけども、何か特段この誤差が大きい原因があるん

でしょうか。 

○東京電力 東京電力、松澤でございます。誤差の計算の中で、この隣の社外機関の値との比較

で確かに差が開いているというのはここの記載のとおりです。どういうところのパラメーター

に起因して誤差として差が出ているかというところ、まだ押さえ切れてございませんので、そ

ういったところの説明もできるように情報をしっかり確認して整理していきたいと思います。 

○岡嶋委員 ぜひ、これから先運用される前に、その辺のところは詰めるだけ詰めてしまって、

それで対応していただいたほうがいいかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○東京電力 ありがとうございました。 

○岡嶋委員 私からは以上です。 

○議長 ありがとうございました。そのほか、ご意見、市町村の方も含めてございませんでしょ

うか。原子力規制庁の方、お願いいたします。 

○原子力規制庁 原子力規制庁の河野です。ご説明いただきましてありがとうございました。私

のほうから、資料２－６の拡散シミュレーションのところをお聞きしたいんですけれども、そ

の中で３２ページ目のところで、当庁のモニタリングデータを使って拡散シミュレーションし

ていただいているんですけれども、１０月６日１２時ということでシミュレーションをしてい

ただいているんですが、参考資料を見ると、設定時刻が午前８時だったりとか午後２時だった
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りとか、結果によってシミュレーションしている時間帯が違うんですけれども、これは何か意

図があって拡散シミュレーションの時間帯を変えられているのかといったような理由が何かあ

れば教えていただけますでしょうか。 

○東京電力 ありがとうございます。東京電力の岡村からお答えいたします。 

  こちらのシミュレーションの時刻ですけれども、弊社がモニタリングをしたものについては

サンプリングした時刻が分かっておりますので、基本的にはサンプリングした時刻に合う時間

帯でシミュレーションのデータのほうも比較してございます。一方、環境省さんと規制庁さん

のデータにつきましては、公表資料の中に採取時刻のデータがなかったものですから、日中の

１２時という形でやらせていただいています。福島県さんも同じだと思います。 

  以上です。 

○原子力規制庁 ありがとうございました。それでは、もし当庁としての採取日時をご提示する

ことができればより正確なシミュレーションができるという、そういった理解でよろしいです

かね。 

○東京電力 合わせることはできますけれども、シミュレーション自体も正確かと言われると、

時間のずれとか、そういったものはもちろんありますので、やってみないと分からないという、

そういったところかと思います。 

○原子力規制庁 承知いたしました。ありがとうございました。 

○議長 ありがとうございました。そのほかの方からご意見、ご質問等ございませんか。それで

は、会場のほうの菅野総括専門委員、お願いします。 

○福島県 原子力安全対策課の菅野でございます。 

  私からも、資料２－６の一番最後のところ、拡散シミュレーションの妥当性の検証で、上方

拡散について考察されたものを今回出していただきまして、ありがとうございました。これに

よって、実際のモニタリングの数字との違いの差というのが少し理解できるようになったかな

と思っております。今後、年間平均値を中心とした検証ということになるかと思うんですけど

も、こうした個別のデータとの違いをよりシミュレーションと近づけるという取組もぜひ継続

していただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

○東京電力 東京電力、岡村です。コメントありがとうございます。シミュレーションについて

は引き続き、実際のデータがこれからどんどん増えていきますので、いろいろと検討は継続し

たいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございました。そのほか、ご質問、ご意見がなければ、議題（２）について
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は以上としたいと思いますが、いろいろシミュレーションに関してのご意見、あとはデータの

誤差の関係のご意見がありました。トリチウムのモニタリングについては今後もデータが蓄積

していくということで、そういった蓄積に伴って新たな考察が出てくる部分、新たな解析が出

ている部分もありますと思いますので、皆様より良い分析をよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、議題（２）についてまとめますけれども、トリチウムの分析結果及び海洋のモニ

タリング結果につきましては、海洋処理水の関連で皆様関心が高い部分がありますので、国民、

県民に安心感を与えていただけるようなモニタリングの結果、そういったものをしっかり分か

りやすく情報発信をよろしくお願いいたします。 

  それでは、議題（３）その他としまして報告事項になります。こちらはまず東京電力から、

資料３－１、資料３－２について、１０分程度での説明をお願いいたします。 

○東京電力 それでは、東京電力の岡村からご報告いたします。 

  資料３－１をご覧ください。 

  １ページ目に全体的な概要ということで記載させていただいております。こちらの内容につ

いて、２ページ以降で説明いたします。 

  ２ページのグラフをご覧ください。こちらが発電所の港湾の中の１～４号機取水口内南側、

それから物揚場の前、それから先ほども出てきました５、６号機放水口北側、これは先ほど言

っていたＴ－１という点になります。こちらの地点の震災後のモニタリングのトレンドグラフ

になってございます。全体的に右肩下がりの傾向なんですけれども、至近のところではかなり

横ばい状態に近い状況になっているということでございます。最近のところを見ていただくと、

茶色いところ（セシウム１３７）が、ストロンチウムの緑色もそうなんですけども、上下動を

しているんですけども、こちらは先ほどご説明しました降雨によるフォールアウトの流れ込み

の影響と我々は考えておりますとおり、夏場に雨が多くなると山が高くなって、冬に雨が少な

くなると低くなるといった傾向がございます。 

  ３ページ目、４ページ目が１～４号機取水路開渠ということで、こちらは１～４号機周辺の

雨水が流れ込んでいくエリアということで、今のセシウムの変動がよく見えるような形になっ

てございます。左上のグラフがセシウムのグラフですけれども、青い縦線が日降水量の棒グラ

フになってございまして、降水量が増えてくるとちょっと濃度が上がってきて、また冬になっ

て下がっていくと。瞬間的に大雨が降ったときにはちょっと高くなる、そういった傾向になっ

てございます。４ページも同様でございます。 

  それから、５ページ、６ページが港湾内の状況ということで、こちらも傾向としては同じよ
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うな傾向でございまして、上昇幅等が１～４号取水路開渠に比べると小さくなっていくという、

そういったことでございます。 

  それから、７ページ、８ページが港湾周辺の測定場所ということでございまして、ＡＬＰＳ

の放出の迅速測定の対象になっているような測定点でございます。こちらをご覧いただきます

と、セシウムについては不検出がほとんどということでございまして、オレンジ色の三角がト

リチウムの結果になってございまして、放出期間中に検出される場合が出てくるといった結果

になってございます。 

  それから、９ページ以降が港湾外、９ページ、１０ページが１０キロ圏内のモニタリングの

データになってございます。こちらのほうも右肩下がりになっておりまして、トリチウムにつ

いては検出下限値未満がほとんどですけれども、ちょっと放出中に検出される場合もあるとい

った状況でございます。ただ、いずれにしてもかなり低い濃度、１Ｂｑ／Ｌ程度の低い濃度と

いうことでございます。 

  １１ページが１０ｋｍ圏外２０ｋｍ圏内のデータでございまして、こちらも同じようなデー

タでございますが、これぐらい離れてくるとトリチウムの検出もほとんどないといった状況で

ございます。 

  こちらの資料については以上でございます。 

  それから、３－２の資料です。こちらは魚介類の測定結果ということでございます。 

  １ページ目から、２０キロ圏内の魚の測定結果が調査地点ごとに１月から３月のデータが載

っておりますけども、２月については海の状況が非常に悪かったということで欠測が多いとい

う状況です。こちらの期間につきましては、魚のセシウムの検出は１０ページ、１２ページ、

１３ページと、３試料だけ５Ｂｑ／ｋｇ未満の低い濃度で検出がありましたけれども、ほかは

全て不検出ということでございまして、食品基準値の１００Ｂｑ／ｋｇと比べても非常に低い

濃度で、特に問題はないという結果でございます。 

  １９ページのほうにお進みください。こちらのほうは、先ほどもちょっとグラフでご説明し

たトリチウムの測定結果になってございます。トリチウムは分析に時間がかかるということで、

昨年１０月から１２月のデータになってございますけれども、先ほど田上先生からのご質問を

いただいたときにご説明しましたが、１点１点を比較するのは逆転とかいろいろあるというこ

とで、海水濃度を似たような地点のデータをまとめて幅で示すような形で今回工夫をしてみま

した。いずれにしても、海水濃度と自由水型のトリチウムは同じ程度で、有機結合型について

は不検出という結果でございます。２０ページもトリチウムのデータでございます。 
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  ２１ページは先ほど説明した海藻のデータですので、こちらは説明を割愛いたします。 

  ２２ページから、港湾内の魚の測定データになってございます。地点ごと、採取エリアごと

に分けた形になっておりまして、下に図があるとおり、このあたりでとったものはこの表に載

っている、２３ページですとＡ:物揚場付近でとったものの結果が表に載っているという、そ

ういった形で調査エリアごとにまとめているデータでございます。今回、１月から３月につい

て記載してございますけれども、１００Ｂｑ／ｋｇを超えるものは１～４号機取水路開渠の部

分で２試料あったのみということでございまして、２７ページの図の中にＥと書いてある赤い

点線で囲った部分で、１～４号機の雨水が流れ込んでいる、セシウム濃度の高いエリアという

ことでございます。こちらで２試料だけ１００Ｂｑ／ｋｇを超えるものが検出されてございま

す。 

  ３０ページに魚類対策の記述がございますけれども、こちらのエリアは出口のところ、今メ

ガフロートが設置されてございまして、メガフロートの出口部分には魚類が出られないような

網を設置してございます。 

  それから、次の３１ページをご覧ください。上に図がございますが、開渠の出口から東波除

堤の周りを全部ぐるっと囲むような形で、新しく魚が出ていくのを防ぐ網をリプレイスで設置

したという、そういった工事を３月に完了してございます。下に写真が２つございますけれど

も、こういった形で海底から海面の上１メートルまでポリエステルフィラメントという、山の

崖のところの落石防止等に使われているような丈夫な網で覆った形になってございます。それ

から、その下の絵に開渠、先ほどの１～４号機取水路開渠の絵がございますけれども、こちら

の海底土が汚いものがたまっていたということがございましたので、上からコンクリートを打

っているところでございます。右下に断面図がありますが、２層に分けて、最初に舞い上がり

防止のために砂を入れて、その上にコンクリートの覆土層をして被覆をして、海底土の汚れた

ものを海水や魚と触れないようにするという対策をしておりまして、こちらのほうは５月中旬

の時点で８０％工事が完了してございまして、間もなくこちらのほうも対策が完了するという

状況でございます。 

  こちらの資料の報告は以上でございます。 

○議長 ありがとうございました。 

  それでは、原子力規制庁より資料３－３について説明をお願いいたします。 

○原子力規制庁 原子力規制庁福島第一原子力規制事務所の宮下です。 

  資料３－３についてご説明させていただきます。 
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  資料構成ですが、１枚目は解析結果をまとめて記載しました表書き、総評になっております。

めくっていただきますと、２枚目の１ページから別紙として個別の解析結果について取りまと

めたものが９ページまでございます。さらに、その後ろに別紙資料ということで、詳細データ

を添付してございます。 

  それでは１枚目の表紙に戻っていただきまして、こちらから説明させていただきます。 

  今回、令和５年度の第４四半期ということで、総合モニタリング計画に基づきまして、関係

機関が実施し、原子力規制庁が令和６年１月１日から３月３１日までに公表した結果について、

表紙１枚に取りまとめさせていただいております。全体を通しまして、特別な変化はございま

せんでした。 

  続きまして、２枚目からの別紙において、個別の解析結果についてご説明させていただきま

す。 

  まず、Ⅰとしまして、福島県の陸域と海域の環境モニタリング結果を記載しております。別

紙１ページの１、陸域の空間線量でございます。今回の⑤積算線量は、昨年１０月から１２月

期の８４日間にかけまして積算線量測定値を記載してございます。詳細データにつきましては、

別紙資料の２ページに記載してございます。積算線量につきましては、各測定箇所において特

別な変化はございませんでした。 

   

  別紙２ページの２、大気浮遊じんの放射性物質濃度の測定結果につきましては、詳細データ

を別紙資料の３から１２ページに記載してございます。３から１０ページに原子力規制委員会

実施分になります２０ｋｍ圏内、２０ｋｍ圏外におけます測定結果一覧、及び大気浮遊じんの

採取場所を記載してございます。また、１１ページから１２ページに福島県実施分になります

２０ｋｍ圏外の測定結果一覧、及び大気浮遊じんの採取場所を記載してございます。大気浮遊

じんの放射性物質濃度につきましては、いずれの測定箇所におきましても特別な変化はござい

ませんでした。 

  続きまして、別紙３ページの３、月間降下物です。こちらの詳細データは別紙資料の１３か

ら１５ページに令和５年１２月から令和６年２月分の詳細データを、また１６ページに福島県

の過去からのトレンドグラフを記載してございます。令和５年１２月から令和６年２月の福島

県における月間降下物の結果に特別な変化はございませんでした。 

  続きまして、海域になります。別紙３ページの４、海水の放射性物質濃度につきましては、

①福島第一原子力発電所近傍海域、②福島第一原子力発電所沿岸のエリアに分けて測定結果を
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記載してございます。また、これらに続きまして、③としまして福島県のその他の沿岸、宮城

県、茨城県の沿岸海域、そして④としまして福島県第一原子力発電所沖合海域の測定結果の公

表サイトへのリンクを掲載してございます。１Ｆ近傍海域水域の放射性物質につきましては詳

細データを別紙資料の１８から２６ページに、東京電力実施分、原子力規制委員会実施分、福

島県実施分の順番で測定結果、それぞれセシウム１３７及びストロンチウム９０のトレンドグ

ラフをお示しし、２７ページには採取場所を記載してございます。 

  ２３ページには、原子力規制委員会がこれまで実施してまいりました近傍と沖合海域におけ

る海水中のトリチウム濃度のトレンドグラフをつけてございます。グラフは、左側の採取場所

の地図から右方向に近傍海域、３０ｋｍから５０ｋｍの沖合海域、５０ｋｍ以遠の沖合の並び

で各測定地点の値をプロットしてございます。こちらのトレンドグラフにつきましては、新し

い測定データを公表するタイミングで規制委員会のホームページで公表してございます。１Ｆ

沿岸海域の海水の放射性物質濃度につきましては、詳細データを別紙資料の２８から３５ペー

ジに東京電力実施分、福島県実施分の順番で測定結果をお示しし、東京電力分につきましては

セシウム１３７のトレンドグラフを、福島県実施分にはセシウム１３７及びストロンチウム９

０のトレンドグラフをつけております。 

  ３６ページには採取場所を記載してございます。海水の結果につきましては、いずれの測定

箇所におきましても特別な変化はございませんでした。 

  別紙６ページの５、海底土の放射性物質濃度につきましては、別紙４の海水の放射性物質濃

度と同様に、①福島第一原子力発電所近傍海域、②福島第一原子力発電所沿岸海域のエリアに

分けて測定結果を記載してございます。詳細データを別紙資料の３８から４２ページに東京電

力実施分の１Ｆ近傍・沿岸海域の測定結果、トレンドグラフ及び採取場所、４３ページから４

７ページに福島県実施分の１Ｆ近傍海域・周辺海域の測定結果、トレンドグラフ、採取場所を

記載してございます。 

  以上、海底土の結果につきましては、いずれの測定箇所におきましても特別な変化はござい

ませんでした。 

  最後に、別紙に戻っていただきまして、７ページのⅡにおきまして全国のモニタリング結果、

８ページのⅢにおきましてその他のモニタリング結果に関わる測定結果掲載へのサイトのリン

クを掲載してございます。 

  駆け足ですが、資料３についてのご説明をさせていただきました。 

○議長 ありがとうございました。 
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  それでは、ただいまの説明に関しまして、専門委員、構成員の方から質問、ご意見がござい

ましたらお願いいたします。大越専門委員お願いします。 

○大越委員 大越です。ご説明ありがとうございました。 

  私からは、資料３－２の２１ページのところなんですけれども、（６）ということで海藻の

測定結果が示されていて、そのうちのセシウムの測定結果についてご質問させていただければ

と思います。この表を見ますと、Ｔ－Ｋ３のほんだわらが比較的高い測定結果が得られている

ように見えます。１Ｆの港湾内の値などよりもちょっと高いような数値になっているんですけ

れども、この場所のほんだわらの値が比較的高く出るということに関して、何か理由、例えば

河川水が流入する場所が近くにあるとか、何かそういう原因等について分析されていたら教え

ていただければと思います。以上です。 

○東京電力 ありがとうございます。東電の岡村からお答えいたします。 

  まず、Ｔ－Ｋ１、１Ｆ港湾内については、先ほどから海水の濃度について説明させていただ

きましたとおり、周辺海域に比べるとセシウム濃度が高い海水の影響かなと考えてございます。

それから、富岡港のところについては原因は分からないんですけども、確かに隣に河川がある

のは事実でございます。ちょっと変動も大きいので、はっきりと原因については確認できてお

りません。 

  以上です。 

○大越委員 はい、現状は分かりましたけれど、これだけの結果だけ見てしまうと、富岡港内の

値が高く見えるということがありますので、心配される方もいるかと思いますので、原因につ

いて分析を引き続きやっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○東京電力 ありがとうございます。こちらについても注意して確認していきたいと思います。 

○議長 ありがとうございます。続きまして、中村専門委員お願いします。 

○中村委員 中村です。ご説明ありがとうございました。 

  １点教えてもらいたいんですが、東電さんの資料で３０ページ、３１ページのところに１Ｆ

港湾の魚類対策の説明があるんですけれども、新しく東波除堤魚類移動防止の網を入れたとい

うことなんですけども、これ以外にも何重にもなっているようなんですが、中の一番濃いとこ

ろから見て、網がどれぐらいの目のものが何重になっているのかというのが、３０ページの図

を見てもいま一つよく分からないんですが、その辺を簡単に補足してもらえればと思って質問

します。以上です。 

○東京電力 東京電力の岡村からご説明いたします。 
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  海水のセシウム濃度が高いのが右下のエリアの１～４号機取水路開渠という部分になってご

ざいまして、その手前側が１～４号機の東側の護岸のところになっていて、その沖側に東波除

堤という、この開渠の部分に波が来るのを防ぐ護岸がございます。左側のＬ字型に塗ってある

部分に２０１９年にメガフロートを移設してここに据え付けて、ちょっと周囲を埋めたような

形になっていて、今、開渠の出口と言っているのは、赤い点が２つ並んでいるところが水路上

の出口、幅２０メートルぐらいですけども、そういった水路上の出口になっています。こちら

のピンク色の四角２つが実は魚の移動を防止するための網になってございまして、こちらは金

属の網で、２ｃｍ角の網がついています。以前４ｃｍ角で最初つけたんですけども、やっぱり

開渠から魚が出ていくのが心配だということで、２ｃｍ角に昨年付け替えています。そこから

左側、北側のほうに出口があるんですけども、その外側にオレンジ色の点線がずっと沖側にカ

ーブをしながら右側に曲がっていって南防波堤につながっていると。こちらが先ほど３月に完

成したとご説明した魚類移動防止網でございまして、こちらのほうが４ｃｍ角ぐらいのポリエ

ステルフィラメントという炭素繊維の網になってございます。ですので、こちらの２つについ

ては完全に常時、魚の移動を防止する網ということになってございます。 

  それ以外に港湾の中に網がいっぱい設置してあるのは、漁業に使う刺し網になってございま

す。ですので、こちらは魚の移動を防止しつつ、捕獲をしてモニタリングをしていくと、そう

いった網になってございまして、紫色のやつは港湾の中で主に魚を捕獲する目的で設置してい

ます。港湾口に近いところにオレンジ色の曲線で５枚網が設置してありますけども、こちらの

ほうは港湾内外の魚の移動を防止しながらモニタリングなどで捕獲にも使っていくという、そ

ういった網になってございます。それ以外に、かご網ですとか、そういった形で幾つかの魚を

捕獲してモニタリングをしていくといったものがございますけども、大きなものとしてはそう

いったところでございます。 

○中村委員 中村です。分かりました。３１ページの図１．のところで、②で移動防止網の微細

化と書いてあるのが先ほどの説明で４ｃｍ目の覆いを２ｃｍにしたというので、③のさらに外

側に４ｃｍのポリエステルフィラメントの網も追加したという、その２つが主なバリアと理解

しました。 

○東京電力 そのとおりでございます。 

○中村委員 どうもありがとうございます。 

○議長 ありがとうございました。続きまして、田上専門委員お願いします。 

○田上委員 ありがとうございます。資料３－２の１９ページ目に、トリチウムの結果を記載し
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ていただいてございます。海水中の濃度、前回指摘したことに対してご対応いただいたことを

感謝いたします。 

  これを見ながら、先ほどのご報告でもあったんですが、シミュレーションの結果が非常にま

あまあそこそこ合っているということでいいかと思うんですが、２０ｋｍ圏内と１０ｋｍ圏内

を比較すると１０ｋｍ圏内のほうが低いんだなと思って。単なる感想ではあるんですけれども、

こういうことを淡々と書くと、なぜか放出口から近いほうが低い。これはちゃんとシミュレー

ションで説明がつくということを、このようなデータを示したときに一緒にご説明いただけな

いでしょうか。今ということではなく、理解促進のため、一緒にご説明できるような土壌づく

りをしていただきたいなと思いましてコメントいたしました。よろしくお願いいたします。 

○東京電力 東京電力、岡村です。ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりでございま

して、配慮が足りなかったかもしれません。そういったところも注意して、今後対応していき

たいと思います。どうもありがとうございます。 

○田上委員 よろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございました。そのほか、市町村の方も含めてご意見ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

  それでは、報告事項につきましては以上のとおりとさせていただきます。まとめますと、デ

ータについて、今までいろいろ事故の影響があって検出されるというところだけを見ていまし

たけども、最近、徐々に数字も下がってきて、ほかの地域との比較とか経年での比較、そうい

ったところ、もう少し丁寧な説明が必要になってきていると感じました。 

  用意した議題につきましては以上ですが、そのほか、特に皆様のほうから全体総括してご意

見、ご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、各機関におかれましては、本日いただいたご意見などを踏まえまして、今後も適

切に環境モニタリングに取り組んでいただき、その結果を分かりやすく公表、情報提供される

よう、よろしくお願いいたします。 

  以上で議長の任を解かせて、進行を事務局のほうにお戻しします。 

○事務局 本日の部会では、様々なご意見、ご質問をいただきましたが、追加のご意見等がござ

いましたら、６月２１日金曜日までに事務局へ連絡をよろしくお願いします。 

 

   ４．閉 会 

○事務局 以上で、環境モニタリング評価部会を閉会いたします。 
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  お疲れさまでした。 


